
令和８年度文京区会計年度任用職員（部活動地域展開コーディネーター）募集案内 
令和８年１月 15日 

文京区教育委員会 

文 京 区 

 文京区教育指導課の業務に従事する部活動地域展開コーディネーターを募集します。 

 

１ 職種等 

職 種 
採用 

区分 

採用 

予定数 
勤務形態 勤務先 

部活動地域展

開コーディネ

ーター 

会計年

度任用

職員 

１人 
週４日 

（29時間勤務） 

文京区教育委員会教育指導課 

（文京シビックセンター内） 

 

２ 主な職務内容 

○文京区立中学校における部活動の地域展開推進に係る学校・地域団体・関係機関・保護者等との

調整 

○地域クラブ活動の管理運営等に係る業務 

○関連会議・研修等の運営補助、および広報活動 

○その他学校部活動の地域展開に関する業務 

 

３ 応募資格 

国籍(※)を問わず、 

・心身ともに健康で、熱意を持って職務に取り組むことができる方 

・以下に該当しない方 
１ 拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

２ 文京区において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

３ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを 

  主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 (※) 登録できる日本国籍を有しない人の範囲は、「出入国管理及び難民認定法別表第２（永住者、日本

人の配偶者等、永住者の配偶者等及び定住者）に掲げる在留資格を有する人及び日本国との平和条約

に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者」とします。 

 

４ 任用期間 

令和８年４月１日以降の採用日から令和９年３月３１日まで 

  ※地方公務員法の規定に基づき、採用時は全て条件付きのものとし、採用後１月を良好な成績

で勤務したときに正式採用となります。 

  ※勤務成績が良好等の要件を満たせば、再度任用される場合があります。 

  

５ 選考手続 

（１）選考方法等 

選考方法 

所定の申込書による書類選考（一次選考）及び面接（二次選考） 

※書類選考を通過した方のみを対象に面接選考を行います。 

（書類選考の結果は、令和８年２月上旬頃、応募者全員に通知します。） 

※申込書は返却しません。 



面接実施日 
令和８年２月上旬～２月中旬頃の文京区教育委員会が指定する日 

※面接選考の詳細は、書類選考合格者に対して別途、連絡します。 

場所 文京シビックセンター（文京区春日 1-16-21） 

（２）最終合格発表 

結果発表 
令和８年２月下旬頃（予定） 

※合否に関わらず、面接選考受験者全員に通知します。 

６ 申込手続 

  所定の申込書に必要事項を記入し、110 円切手を貼った返信用封筒【長形 3 号（120×235 ミ

リ）に、郵送先（自宅等）の郵便番号、住所及び氏名を記載】とともに申し込んでください。 

※ 書類の記載に当たって、消せるインクのボールペンは使用しないでください 

申込方法 

郵送又は持参 

※ 郵送による場合は、封筒表面に「採用選考（会計年度任用職員）申込書類 

在中」と赤字で明記し、簡易書留により郵送してください。 

なお、簡易書留によらないものの事故については、責任を負いません。 

申込期間 
令和８年１月 15日（木）から令和８年１月 29日（木）まで 

※ 期間内到着分のみ有効 

申込先 
〒112-8555 東京都文京区春日 1-16-21 

文京区教育委員会教育指導課 

受付時間 
土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く 

午前８時 30 分から午後５時まで 

 

７ 勤務条件 

報  酬 

月額 248,224円（地域手当相当額を含む。） 

※ 特別区人事委員会の「職員の給与等に関する報告及び勧告」等により、採用

まで及び任用期間中に報酬月額等が改定される場合があります。 

※ 別途、運賃等相当額（上限あり）を加算します。 

※ 月途中からの任用の場合、勤務日数で報酬を計算し、支給いたします。 

※ 採用までに給与改定が行われた場合は、その額によります。 

※ 勤務条件に応じて期末手当及び勤勉手当が支給されます。 

勤 務 日 １週間のうち４日間 

勤務時間 週 29時間 

休 暇 等 年次有給休暇のほか、慶弔休暇等が設けられています。 

服 務 等 

地方公務員法に規定する服務の各規定（服務の宣誓、法令及び上司の職務上の命

令に従う義務、信用失墜行為の禁止、守秘義務、職務専念義務、政治的行為の制

限等）が適用されるとともに、人事評価、分限処分及び懲戒処分の対象となりま

す。 

社会保険 社会保険（健康保険・厚生年金保険等）及び雇用保険の適用となります。 

 

 



８ 個人情報の取扱いについて 

 個人情報については、文京区個人情報の保護に関する条例に基づき適切に管理しています。文

京区では提出された書類やそれに基づき作成した資料等を厳重に管理するとともに、第三者には

提供いたしません。また、規定の保存年限経過後に適切に廃棄しています。 

 

９ 問い合わせ先 

文京区教育委員会教育指導課（文京シビックセンター20階） 

電話(03)5803-1300（直通） 


